
○銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について

令和２年５月14日

道本保第639号

／警察本部生活安全部所属の長／各方面本生活安全課長／各警察署長／宛て

生活安全部門に係る許可等事務における新型コロナウイルス感染症対策については 生、「

活安全部門で所掌する許可等事務における新型コロナウイルス感染症への対策等につい

て （令２. ３. ６道本保第4255号）等において指示しているところであるが、銃砲行政」

における新型コロナウイルス感染症対策の在り方については、関係する法令及び通達によ

るほか、下記のとおりとするので、対応に遺漏のないようにされたい。

記

１ 趣旨等

銃砲所持許可手続については、もとより厳格な運用が求められるところであるが、他

方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り人との接触機会

を減らす運用が必要となる。

そこで、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な措置として、猟銃又は空気銃（以

下「猟銃等」という ）の所持許可の更新手続においては、新型コロナウイルス感染症。

の影響により、一部の申請書類を揃えられない場合であっても申請を認め、また、調査

及び審査については可能な限り進めつつ、問題が把握されない限り、更新手続中におけ

る銃砲の所持を認め、更新については、所定の手続が完遂した後に行うこととする。

、 、猟銃等の所持許可の手続については 必要な書類が全て提出された後に申請を受理し

必要な調査等が全て行われた後に許可を行うが、申請準備や審査の長期化等により講習

修了証明書等の有効期間が経過してしまう場合には、講習修了証明書等を引き続き有効

なものとして取り扱うこととする。

２ 猟銃等講習会等

(1) 猟銃等講習会及び技能講習（以下「猟銃等講習会等」という ）について、新型コ。

ロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、延期又は中止することは差し支えない。

(2) 猟銃等講習会等を延期又は中止する場合には、受講希望者に対し、その旨と以後の

手続を丁寧に説明するなど、きめ細かに対応すること。

３ 所持許可の更新手続等

(1) 所持許可の更新手続

ア 申請

(ｱ) 猟銃等の所持許可の更新を受けようとする者が、新型コロナウイルス感染症の

影響により、診断書、市町村の長の証明書、講習修了証明書、技能講習修了証明

書等、申請に必要な書類の一部を提出又は提示することができない場合、それ以

外の申請書類を受領して審査を開始して差し支えない。

(ｲ) 一部の申請書類の提出又は提示がなかった場合には、後日、当該書類の提出又

は提示を受けること。

イ 郵送等による申請と猟銃等の提示

(ｱ) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号。以下「銃刀法施

行規則」という ）第34条の規定により、申請書を提出する際には、猟銃等を提。

、 、示することが求められているが 申請書類を郵送又は代理人により提出させた上

後日、猟銃等の提示を受けることとして差し支えない。

この場合、警察署等への来訪日時の調整等により、可能な限り速やかに猟銃等



の提示を受けること。

(ｲ) 申請者が郵送により申請書類を提出する場合、講習修了証明書、技能講習修了

証明書及び猟銃・空気銃所持許可証については、これを確認した後、簡易書留に

より申請者に返送すること。この場合、返送用の書留用封筒を申請者に同封させ

るなど、郵送及び返送に必要な費用は、申請者の負担とすること。

ウ 認知機能検査

(ｱ) 猟銃等の所持許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査について

は、銃刀法施行規則第16条の規定により、所持許可の有効期間が満了する日の２

、 、月前から１月前までに行うこととされているが 地域や申請者の実情等を踏まえ

同期間以外に実施することとしても差し支えない。

(ｲ) 所定期間内に認知機能検査を実施できなかった場合には、後日、同検査を実施

すること。

エ 各種調査

(ｱ) 猟銃等の所持許可に関する各種調査の要領については 「銃砲刀剣類所持許可、

等審査要領の制定について（通達 （令元. 10. 25道本保第2594号）において指）」

示しているところであるが、面接により行うべき本人及び周辺への調査について

は、地域の実情等を踏まえ、これが困難である場合、まずは電話により可能な範

囲で実施すること。

(ｲ) 暫定的な措置として、電話による調査を実施した場合には、後日改めて、面接

により必要な調査を確実に実施すること。

オ 所持及び更新可能期間の指定

(ｱ) 所持許可の有効期間が満了する日までに、

○ 申請に必要な書類の全ての提出又は提示を受けることができない場合

○ 猟銃等の提示を受けることができない場合

○ 認知機能検査や面接による調査等を実施することができない場合

○ 保管設備の確認を行うことができない場合

など、所持許可の更新手続を完遂できない場合において、その時点で把握する限

りにおいて不更新にするべき事情が認められないときには、所持許可が引き続き

有効なものとなるよう、暫定的な措置として、所持及び更新可能期間を指定する

措置を講ずるものとする。

(ｲ) 本件措置は、猟銃・空気銃所持許可証の記載事項変更欄にその内容を記載して

公安委員会印（専用小印）を押印することにより行い、また、所持及び更新可能

期間の末日は、当面、所持許可の有効期間が満了する日から起算して３月を経過

した日とする。

カ 講習修了証明書及び技能講習修了証明書の有効期間

講習修了証明書及び技能講習修了証明書については、新型コロナウイルス感染

症に起因する事情により有効期間が経過するまでの間に所持許可の更新の申請を

行うことができなかった者が、当該事情がやんだ後に申請のために提示したとき

は、所持許可の更新の時点で有効なものとして取り扱うこと。

キ 所持許可の更新

(ｱ) 所持許可の更新に必要な手続を全て遂げ、許可の基準に適合すると認めた場

合に、所持許可の更新を行うこと。

(ｲ) 上記オの措置により、所持及び更新可能期間を指定した後に所持許可の更新



、 。を行う場合における更新日は 所持許可の有効期間が満了した日の翌日とする

(2) 所持許可の手続

ア 教習修了証明書等の有効期間

教習修了証明書、講習修了証明書、合格証明書及び技能講習修了証明書につい

ては、新型コロナウイルス感染症に起因する事情により有効期間が経過するまで

の間に所持許可の申請を行うことができなかった者が、当該事情がやんだ後に申

請のために提示したときは、所持許可の時点で有効なものとして取り扱うこと。

イ 申請者に対する説明

猟銃等の所持許可の申請を受理するに当たり、申請者に対し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、標準処理期間内に処分をすることができない場合があ

ることを説明すること。

ウ 許可の失効

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号。以下「銃刀法」という ）第８。

条第１項第１号の規定により、猟銃等の所持許可を受けた者が、許可を受けた日か

、 、ら起算して３月以内に 許可に係る猟銃等を所持することとならなかった場合には

許可の効力を失うとされているところであるが、当該期間の末日までに申出があれ

ば、当該期間が経過した日から起算して新型インフルエンザ等緊急事態宣言におい

て指定された当該都道府県における新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべ

き期間（以下「緊急事態期間」という ）を加えた期間が経過するまでの間は、許。

可の効力が失われないものとして差し支えない。

(3) その他

ア 銃刀法第５条の２第３項第２号関係

(ｱ) 災害により許可済猟銃を亡失等した者については、銃刀法第５条の２第３項第

２号の規定により、亡失等により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失った日

（当該災害に起因するやむを得ない事情により、猟銃の所持の許可の申請をする

ことができなかった者にあっては、当該事情がやんだ日）から起算して１月を経

過しない間に許可を受けることができるとされているところであるが、当該期間

の末日までに申出があれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を

加えた期間が経過するまでの間は、同号を適用して差し支えない。

(ｲ) 同号の適用に当たっての技能講習修了証明書の有効期間の取扱いについても、

上記(2)アと同様とする。

なお、技能講習修了証明書の交付を受けていない者については、同号の適用は

ない。

イ 銃刀法第５条の２第３項第３号関係

(ｱ) 海外旅行、災害、その他政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新

を受けることができなかった者については、銃刀法第５条の２第３項第３号の

規定により、当該事情がやんだ日から起算して１月を経過しない間に許可を受

けることができるとされているところであるが、当該期間の末日までに申出が

あれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態期間を加えた期間が経過

するまでの間は、同号を適用して差し支えない。

(ｲ) 同号の適用に当たっての技能講習修了証明書の有効期間の取扱いについても、

上記(2)アと同様とする。

なお、技能講習修了証明書の交付を受けていない者については、同号の適用は



ない。

４ その他留意事項

(1) 本通達の運用については、所持許可の更新の申請者等に対し、確実に周知を図るこ

と。

特に、近く所持許可の有効期間の満了を迎える者に対しては、個別に連絡し、手続

内容について丁寧に説明するなど、きめ細かく対応すること。

(2) 本通達に基づく措置を講じる場合には、札幌方面管内警察署にあっては警察本部保

安課、札幌方面以外の警察署にあっては方面本部生活安全課に事前に報告し、指示を

受けること。

(3) 猟銃等の所持許可に係る不適格者情報を把握した場合には、警察本部保安課等に迅

速に報告の上、的確に対処すること。

(4) 上記に示したほか、講習修了証明書の書換えの申請等については 「銃砲刀剣類所、

持許可等事務処理要領の制定について（通達 （令元. ９. 26道本保第2245号）によ）」

り、負担軽減措置を例示しているところ、可能な限り、郵送による手続を積極的に活

用するなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に特段の配慮をすること。


